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平成 26 年度 仙台市障害者施策推進協議会（第５回）議事録

１ 日 時 平成 26 年 11 月７日（金）18：30～20：45

２ 場 所 仙台市役所本庁舎２階 第一委員会室

３ 出 席 相澤委員，赤間委員，阿部委員，市川委員，岩舘委員，大坂委員，小山委員，

川村委員，桔梗委員，黒瀧委員，坂井委員，佐々木委員，白江委員，鈴木委員，

中村（晴）委員，中村（祥）委員，目黒委員，諸橋委員，八木委員，

      ※欠席：久保野委員

[事務局]鈴木健康福祉部長，髙橋障害企画課長，石川障害者支援課長，金子障害者総

合支援センター所長，林精神保健福祉総合センター所長，佐久間北部発達

相談支援センター所長，佐々木南部発達相談支援センター所長，後藤青葉

区障害高齢課長，伊藤青葉区宮城総合支所保健福祉課長，加藤宮城野区障

害高齢課長，岡﨑若林区障害高齢課障害者支援係長，伊藤太白区秋保総合

支所保健福祉課長，福井主幹兼企画係長，齋藤サービス管理係長，都丸地

域生活支援係長，須田施設支援係長，三條指導係長，富山主事，林主事，

髙橋主事

ほか傍聴者 11 名

４ 内 容

（１）開 会

（２）会長挨拶

会 長 皆さん，こんばんは。

今回は第５回の障害者施策推進協議会でございますけれども，本日は計画関係につ

いてで，第３回で議論があった内容について修正等も含めて提示の中での議論となり

ます。私たち施策推進協議会の皆さんが主体的にモニタリング，ヒアリング等を行っ

た結果を踏まえ，計画策定ということでありますので，その役割が大きいことを感じ

ているところです。本当によろしくお願いいたします。

（３）議事録署名人指名等

   (1) 定足数の確認                                  

事務局より定足数の確認がなされ，会議の成立が確認された。

   (2) 議事録署名人指名                               

議事録署名人について，会長より相澤委員の指名があり，承諾を得た。

（４）議 事

計画関係について

(1) 協議事項

    ① 仙台市障害者保健福祉計画中間評価（修正案）について                
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会 長 次は，次第の４，議事です。

（１）協議事項の①仙台市障害者保健福祉計画中間評価（修正案）について，事務

局より説明願います。

事 務 局

(髙橋課長)

それでは，資料１と資料２に基づきましてご説明をいたします。

まず，資料２をご覧いただきたいと思います。

前回の施策推進協議会と，その後ファクス等でいただきましたご意見，ご質問と，

それについての対応や回答につきましてまとめております。この資料２と資料１を突

き合わせながら説明をさせていただきます。

資料１中間評価の２ページでございます。

「障害のある方を取り巻く現状について」の身体障害者手帳の所持者数の年齢構成

比について，「年齢区分は，療育手帳，それから精神障害者保健福祉手帳と同じよう

に 65 歳からのデータにした方がよい」というご意見について，ほかの手帳と同様に

60 歳から 64 歳，それから 65 歳以上の区分に修正いたしました。

次は，６ページでございます。

「（１）市民理解と相互交流の促進」の本文と，「主な実施状況」のところですが，

ここは整理番号７の福祉まつりウェルフェアの参加者数につきまして，「平成 25 年度

に大幅に減少しているので，理由を書き加えてはどうか」というご意見をいただいて

おります。その理由を書き加えるような形で本文も修正を行っております。

次に７ページから８ページにかけてのところでございます。

７ページの一番下のところです。「また，精神保健福祉審議会では，平成 24 年度か

ら『精神保健福祉の視点からの災害対応のあり方』について審議を開始し，平成 25

年度に実施したアンケート調査などを基に，震災時に当事者が過ごした状況や関係機

関が実施した支援等の集約を行った」というような文章がございました。これについ

て「具体的に書いたほうがいいのではないか」というご意見をいただいたところでご

ざいます。実は，具体的な課題の整理等につきましては今後行う状況でございまして，

25 年度の実績として相談支援体制の強化につながる成果とは言いがたいのではない

かと考えまして，ここの文章については削除をいたしたところでございます。

次に，８ページの「主な実施状況」の中です。整理番号 23 番，子どもの心のケア

のところ，幼児健康診査時の問診調査人数について，「平成 25 年度に大幅に減少した

理由はなぜでしょうか」というご質問ですが，これにつきましては 24 年度につきま

しては１歳６カ月健診と，２歳６カ月の歯科検診，それから３歳児健診のときに調査

を行っております。25 年度につきましては，１歳６カ月児健診の場合は震災以降に

生まれたお子さんだということで，対象から除いていたということでございます。た

だし，26 年度以降についてはやはり１歳６カ月のお子さんをお持ちのご家族にもお

尋ねしたほうがいいということで，調査をしているということでございます。

25 番，こちらは事務局のほうで修正をしております。前回お示しした数字の中に，

各区保健福祉センターで実施した実績が入っておりませんでしたので，区の実績を追



平成 26 年度仙台市障害者施策推進協議会（第５回）

3/32

加し，修正をしてございます。

資料２の２ページ，資料１の９ページでございます。

（３）の「主な実施状況」の表，52 番の難病サポートセンターの相談件数，それ

から 65 番の入院時コミュニケーション支援利用者数について，「新規事業ではありま

すが利用率の低いことが気になります」と，「この評価をどのように考えていますか」

というご質問でございました。これにつきましては，事業の開始時期がともに年度当

初ではなく，25 年 11 月から始まったものでございまして，今年度につきましては昨

年度よりも増加傾向にございます。今後も引き続き制度の周知を図りまして，利用の

促進に努めてまいりたいと考えております。

同じく９ページの分析・評価，になります。ここは，最初の「障害児・者」を削除

し，文章，文言の整理を行っております。

それから，「また，」以降のところについては，先ほど精神保健福祉審議会で精神の

切り口からの災害対応のあり方について検討したという文章を受けての文章でござ

いましたので，ここからは削っております。ただ，基本方針のところに防災関係の項

目がございますので，ここの分析・評価で述べているところは非常に大事なことだと

思いますので，基本方針３に文章を移動しまして，整理を行っております。

次は，10 ページでございます。

（１）ですが，「近年新たに障害の範囲に加えられた難病など」の箇所のところで

すが，「特に難病は平成 26 年４月以降のことなので，中間評価からは外れるのではな

いでしょうか」というご意見でございました。難病が含まれたものに改正された障害

者総合支援法が施行されたのは平成 25 年４月となっていますので，25 年度の実績に

含まれることになります。

それから，さらに整理したところについては，高次脳機能障害の取り組みにつきま

しては，障害者総合支援センターが開所する以前から取り組んでいるものですので，

ここの文言の整理をしてございます。

次に，資料２の３ページでございます。資料１は 11 ページでございます。

「（３）震災を踏まえた災害対応の強化」のところで，「災害時要援護者登録制度に

よる障害者の登録者は何名ですか。また地域でのサポート体制はどのように進められ

ていますか」というご質問でございます。平成 26 年９月末の時点で，登録者数は 3,659

名となってございます。登録者リストにつきましては，地域に提供いたしまして，そ

れをもとに地域で要援護者の方々の自宅を訪問して，その方に支援者がいらっしゃる

のかどうかとか，あと避難方法等について確認を行いまして，災害発生時には地域の

支援体制に基づいて避難誘導などの支援活動を地域で行えるように周知や働きかけ

を進めているというところでございます。

次は，12 ページでございます。

分析・評価のところでございます。先ほどの防災に関する記述をこの項目に移動を

してきたものでございます。

次に，13 ページを開いていただきたいと思います。
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ここは「授産製品」「授産」という呼び方についてのお尋ねでございます。国のほ

うにも問い合わせて，現在，「授産」というような言い方をしているのか確認をいた

しましたが，特に公的な用語としては決まっていないということです。仙台市として

は，親しみやすい名称として「ふれあい製品」というふうな言い方をしてきておりま

すので，製品に関わるところについては「ふれあい製品」という言い方に直しており

ます。

また，施設の名称については，これも今使っている「就労支援施設等」というよう

な格好で，13 ページの上のところですね，「授産製品」のところを「就労支援施設等

で作られた製品の販売促進など」というような書き方で修正をしております。

資料２の４ページに移ります。

資料１の 13 ページの「主な実施状況」の 116 番，ふれあい製品フェア参加施設数，

それから 121 番，障害者職業能力開発セミナー推進会議等の開催件数について，「平

成 25 年度について減少した理由はどうしてでしょうか」というお尋ねでございます。

まず 116 番のふれあい製品フェアにつきましては，平成 25 年度は天候不順のため

に１回中止をしております。そのため，参加施設数も減少したということでございま

す。

それから，障害者職業能力開発セミナーにつきましては，国の補助金が市がやるも

のについては打ち切りになって，基本的には都道府県で行う事業になったということ

で，それで前年と同様の開催には仙台市としては至らなかったためということでござ

います。

それから，同じく 13 ページ，（２）の 124 番，障害者就労支援センターにおける

支援件数について，「平成 25 年度が減少した理由は何でしょうか」というお尋ねでご

ざいますけれども，これははっきりした理由というか分析ができているわけではない

んですけれども，法定雇用率がアップされたことに伴いまして，就労支援センターを

利用しないで直接ハローワークなどを通じて就労されている傾向があったのではな

いかと考えているところでございます。

次は，15 ページでございます。

基本方針５のサービスの充実と質の向上の部分の分析及び評価のところです。サー

ビスの供給に関して「65 歳から介護保険が原則提供されるが，一定の条件下でそれ

を超える部分や特有の障害者福祉サービスを利用できることと，それを確保すること

の必要性についても記述に加えてはいかがでしょうか」というご意見をいただきまし

た。これにつきましては，65 歳以上の部分だけ取り出して書くということはいかが

かということで，全体的な取り組みとして「福祉サービスの利用の仕方に関する適切

な説明や周知を図る」といったような書き方に変えたところでございます。

中間評価の修正のところについては以上でございます。

５ページにつきましては，その他いただいたご意見につきまして載せております。

第３期の 25 年度実績についてのお尋ねでございます。これは会議の席上でお尋ねの

あった直接事業か委託事業かということにつきましては，協議会終了後に皆様に参考
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資料をお送りしているところでございます。

それから，以降につきましては前回の会議の席上でもお答えしている内容でござい

ますので，今回については説明はいたしません。

その他のところで，「ファクス等で寄せられた意見票の協議会での共有がされてい

ますか。会議資料にて共有していただきたい」というご意見につきましては，このよ

うな形で共有を図っていきたいというふうに考えております。

説明につきましては以上でございます。

会 長 ただいま第３回協議会での委員の皆様からのご意見に基づいて，仙台市障害者保健

福祉計画中間評価を修正したその理由等について資料２，それから実際の資料１で説

明いただきました。このことについて，委員の皆様からご意見などがございますでし

ょうか。ありましたら，よろしくお願いいたします。

坂井委員，お願いします。

坂井委員 中間評価の資料１の６ページ，「中間評価内容」と書いてあって，基本方針１の「実

績等」で「（１）市民理解と相互交流の促進」のところですが，まず気になったのは，

ふれあいガイド等のところはいいんですが，その次のところでスピーカーズビューロ

ーの話が載っていると思うんですけれども，「当事者」と書いてありますが，結局ど

ういう障害かが全然わからないということになってしまうので，そこの記載が気にな

ったのが１つです。

また，括弧書きする必要性がまずあるのかというのが１つですね。

あと，「仙台スピーカーズビューロー」というのがたしか正式な名称だと思うので，

その名前をそのまま載せたほうがよろしいのではないかなと思いました。下の表のほ

うもたぶんその形で直るのかなと思いました。

会 長 具体的なご指摘です。今，修正等について確定できる部分もあると思います。事務

局，お願いします。

事 務 局

(髙橋課長)

ご意見をいただいたとおりに修正をしたいと思います。

会 長 そのほか，ご意見等ありますでしょうか。

市川委員，お願いします。

市川委員 災害時要援護者の登録制度のことについてですけれども，資料２の３ページの一番

上です。質問のような形で恐縮なんですが，少し前ですけれども新聞に災害時要援護

者登録制度について，もちろん本人が申請するわけなんですけれども，その申請を役

所でまとめて各町内会のほうに名簿を流したときに，「町内会のほうでは非常に困惑

している。なかなか対応が難しいのではないか」みたいなことが新聞に書かれてあっ
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て，その辺のことも含めて，特に障害者の場合いろいろな意味で情報がうまく伝わら

なかったり，東日本大震災でも障害を持った方が健常者に比べて２倍の死亡率だった

こととか，それから障害者の種別の中でも特に肢体不自由の方，身体障害者の方が非

常に被害が大きかったということになると，やはり避難するのに非常に困難を伴う方

が障害者の中にいらっしゃる。だから，希望としては町内会に任せましたというとこ

ろだけでなくて，何かもう少しこうすればいいとか，何か行政としてアドバイスや，

町内会をサポートするような仕掛けをするとかが必要なのではないかなと思いまし

た。今回の評価とは関係ないかもしれませんが，担当のほうが何かあったときに発信

していただければありがたいなと思いました。

会 長 事務局からお願いします。

事 務 局

(髙橋課長)

市川委員がご心配になっていることは本当にそうだと思います。地域のほうでもや

はり戸惑いというか，どこまで踏み込んでいったらいいのかということで，関係をつ

くっていくというところでもいろいろご苦労なさっているというお話を聞いており

ます。障害者の方の避難のあり方についての今のご意見につきまして，担当課のほう

にも伝えまして，きちんと取り組みが進められるようにしていきたいというふうに思

います。

会 長 市川委員，よろしいでしょうか。この文言というよりも，行政がきちんと町内会と

の確認とかをもっと促進するように取り組むということで，よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

ありがとうございます。

そのほか，委員の皆様からございますでしょうか。

目黒委員，お願いします。

目黒委員 すみません。この資料を見て，行動援護の利用者が９名ということですが。

会 長 すみません，私たち確認のために，何ページですか。

目黒委員 資料２の５ページの「その他」のところです。行動援護は，「行動上著しい困難が

ある者に対して外出時及び外出の前後にサービスを提供するというもの」とあるんで

すけれども，役員会のときにみんなに聞いてみました。そうしたら，役員の中で１人

利用している人がいて，「利用者が９名なんだって」と言ったらすごいショックを受

けていて，それしかいないのと。どんなに希望しても，なかなか使うことができなく

て，週に１回やっとお散歩の時間をもらっているのですが，それだけでどんなに助か

るかという話を聞いて，使いにくい，希望してもなかなか使えない，支援者の人もた

ぶんなかなか受けられない事情があるのかなと思いますが，ほかの地域ではよく行動
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援護の研修会を頻繁にやっているという話を聞いているのですけれども，もう少しこ

のことに力を入れていただかないと，自閉症の重い人たちはなかなか街に出られない

し，グループホームとかでも暮らせないし，地域にいることができないと思います。

結局は親がいなくなると入所施設に入ってしまうみたいな，それしかないのかなとい

う話しをみんなでしています。もう少し仙台市でも行動援護ということに力を入れて

もらえたらうれしいと思います。

会 長 行動援護については，たぶん次に話題になる第４期仙台市障害福祉計画・中間素案

のほうでも出てくると思いますけれども，ただいまのこの説明文では，「その他」と

いうところで先ほどもありましたので，事務局何かありますでしょうか。あと次のほ

うでというのもあるかもしれませんけれども，お願いします。

事 務 局

(石川課長)

統計的な実績はここに示しているとおりでございますけれども，今，目黒委員から

もお話があったように，なかなか行動援護という言葉がまだまだ知られていないとい

うことが，行政，それから支援する方もその辺の情報不足はあるのかなというのを改

めて感じたところです。そういったこともございますので，まず周知，それからどう

いった形で使えるのかというようなことを皆さんに理解していただくことが必要に

なると思います。

ただ，個別のお話の中で使い勝手が悪いといったことについては，区のほうと十分

に相談していただければと思います。どういった場面でその使いづらさを感じられて

いるのかということは個別のお話になるので，そこはぜひご相談していただければと

思います。

会 長 目黒委員，よろしいでしょうか。とても大事なご指摘，ありがとうございます。

そのほか，委員の皆様，よろしいでしょうか。

では，先ほど意見をいただきました件については，すぐに修正できた部分もありま

す。そのようなことで，仙台市障害者保健福祉計画中間評価のほうについてはひとま

ずこれで委員の皆様からお話を伺ったということで，進ませていただきたいと思いま

す。

    ② 第４期仙台市障害福祉計画 中間素案について                            

会 長 次は，②第４期仙台市障害福祉計画 中間素案について，事務局より説明願います。

これも行動援護のこともまた出てくるわけですけれども，よろしくお願いします。

事 務 局

(髙橋課長)

まず，資料３ー１をご覧いただきたいと思います。

障害者の計画につきましては，大きい矢印で示しております障害者基本法に基づく

障害者保健福祉計画と，小さい矢印で示します障害者総合支援法に基づきます障害福
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祉計画の２本立てになっておりまして，今回は小さい矢印の障害福祉サービスの見込

み量と，サービスの提供体制をどのように確保するかについての計画，障害福祉計画

の第４期の計画を策定するということになっています。計画期間につきましては，27

年度から 29 年度までの３年間でございます。

障害福祉計画につきましては，国と県から基本方針が示されておりまして，それに

従って策定をすることになります。本日お手元にお配りしております参考資料の１か

ら３ですので，それにつきましては後ほどご覧いただければと思います。

まず，計画の構成でございますが，基本理念，基本目標，基本方針，それから障害

のある方を取り巻く現状，裏面に行きまして計画年度におきます到達目標，それから

これまでの実績に基づいたサービスの見込み量を定める活動指標，活動指標で取り上

げたサービスのうち特に力を入れて取り組むものについてまとめました障害福祉サ

ービス等に係る計画的な基盤整備の方策，それから障害者施策を推進するための方

策，障害福祉計画の達成状況の点検及び評価を掲載したいというふうに考えておりま

す。

表面に戻りまして，まず２の「基本理念，基本目標及び基本方針」でございます。

６年間の計画である仙台市障害者保健福祉計画と共通の視点で推進を図る必要があ

りますので，障害者保健福祉計画に掲げている理念，基本目標，基本方針は継承する

こととしております。

３番の「障害のある方を取り巻く現状について」につきましては，中間評価のほう

にも掲載している現状に関するデータを掲載したいというふうに考えております。

４番の「到達目標」につきましては，後ほどご説明をしたいと思います。

５番の「活動指標等」につきましては，（１）から（３）に示しているサービスに

ついて，第３期計画の実績を踏まえましてサービスの種類ごとの見込み量，それから

その見込み量を確保するための方策を定めます。先ほど阿部会長のほうから行動援護

についても今日出るのではないかというお話がありましたが，サービスごとの取り組

みにつきましては財政当局などとも今調整をしているところでございますので，今日

は詳細をお示しすることができません。これについては次回お示しさせていただきた

いと思います。

それから，次に６番の「障害福祉サービスに係る計画的な基盤整備の方策」につき

ましては，後ほどご説明をさせていただきます。

７番，「障害者施策を推進するための方策」としては，（１）から（５）にお示しし

たものについて記載をしていきたいというふうに考えております。

そして，８に「障害福祉計画の達成状況の点検及び評価」として，この点検・評価

に取り組むための体制，それから基本的な視点について掲載をしたいと思います。

７と８の文案につきましても，次回お示しさせていただきたいと考えております。

それでは，資料３ー２の「到達目標について」をご覧いただきたいと思います。

この到達目標につきましては，国の基本方針で何について目標を定めるかが指定さ

れておりまして，それに従って定めているものでございます。
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１つ目でございます。施設入所者の地域生活への移行者数でございます。平成 29

年度末までに，25 年度末時点の全施設入所者数 557 人のうち，45 人の地域移行を目

指すというふうに設定をいたしました。これは 25 年度までの平均移行割合により求

めた人数に，地域移行が難しい方向けのグループホームを整備することによって移行

を促し，それを足した数を目標としております。

次に２つ目，施設入所者数でございます。これは 29 年度末時点の施設入所者数を

25 年度末時点の数よりも 20 人少ない 537 人を目指すとしております。これにつきま

しては，施設の定員に縛られるところで非常に難しいところではあるんですけれど

も，仙台市，宮城県における障害者入所施設の定員を全国と人口割で比較しますと，

もともと少ない状況にもありまして，このような目標設定になっております。

それから，３つ目の地域生活支援拠点でございますけれども，これは今回国から新

たに目標を設定するように示されているものですが，内容については詳細が示されて

おりませんで，示されたものにあるのは居住支援機能，グループホームやショートス

テイのようなものですね。あと地域支援機能，日中の居場所とか相談機能を一体的に

整備することにより，24 時間緊急時あるいは地域生活支援に関する相談受付を可能

とする体制をつくるというもので，これについては今後国からの詳細な説明を踏まえ

まして，整備の必要性について検討をしていきたいと考えております。

裏面にまいりまして，４つ目，福祉施設から一般就労への移行者数でございます。

これについてもこれまでの伸び率を踏まえまして，そこにプラスアルファするような

形で 200 人の移行を目指すということにしております。

５つ目，就労移行支援事業利用者数でございます。これもこれまでの実績の伸び率

にプラスアルファして，25 年度末よりも 370 人の増を目標とすると設定いたしまし

た。

最後に６つ目でございます。就労を希望する障害者に対して就労に必要な訓練を行

う就労移行支援事業所につきまして，これまでの伸び率にプラスアルファをして，事

業所ごとの就労移行率が３割を超えるものが５割以上になることを目指すというこ

とで，設定をしております。

この６つの目標のうち，３番と６番は今回新しく設定をするように示されておりま

す。

それでは，続きまして資料３－３，Ａ３判の資料でございます。

障害福祉サービス等に係る計画的な基盤整備の方策について，今後３年間で特に力

を入れて取り組むものについて示しているものでございます。

障害者を取り巻く現状につきまして，左の上のところにありますけれども，自立支

援法が施行された 18 年度から手帳所持者数は 1.3 倍の増，それから重度の障害者の

方は 2.4 倍，それからサービスを利用する方の数も 2.3 倍となっています。それから，

市立小学校における特別支援学級に在籍する児童の数につきましても，全体の児童数

としては減少しているんですが，特別支援学級に在籍する児童の数は増加傾向にある

ということでございます。それから，特別支援学校高等部を卒業する生徒の数も増加
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しておりまして，毎年 150 名を超える生徒さんが卒業されるという状況にあります。

以上のような現状に伴いまして，障害福祉サービスの利用の実績も増えている状況で

ございます。

資料の真ん中のところ，昨年障害者保健福祉計画の進捗管理の一環といたしまし

て，委員の皆様にも参加をしていただきまして，障害者ご本人，ご家族，それからサ

ービスを提供している事業者を対象にヒアリングを実施しております。その結果を載

せておりますけれども，合計で 572 件のご意見をいただいております。いただいた意

見を見ますと，「住まいの場の確保・地域生活への移行」「日中活動の場の充実・放課

後の居場所づくり」「就労支援の強化」「相談支援体制の充実」の４つについて多くの

ご意見をいただいておりまして，課題となっております。特に「住まいの場の確保・

地域生活への移行」につきましては全体の２割を占めて，ご家族の高齢化に伴う介護

負担の増や，親亡き後の不安といったことについて多くのご意見が寄せられていると

ころでございます。

これらを踏まえまして，今後３年間特に力を入れて取り組むものを示したものが右

側でございます。

まず住まいの場の確保としてグループホーム，それから日中活動の場の充実・放課

後の居場所づくりとして入浴や排泄等のお世話や創作活動などを提供する生活介護，

それから通所により障害児の基本的動作の指導や訓練などを行う児童発達支援，それ

から就労支援センターの支援の強化による就労支援体制の推進，障害者自立支援協議

会を各区に整備することによる相談支援体制の充実を図ることにしたいというふう

に考えております。

まずグループホームにつきましては，27 年度以降１年ごとに 100 人ずつ利用者の

増加を図るためのグループホームの整備促進に取り組んでいくということでござい

ます。

それから，生活介護につきましては 27 年度と 29 年度にそれぞれ１施設ずつ整備を

するということにしております。

児童発達支援につきましては，28 年の４月から仙台市サンホームの定員を 20 名か

ら 30 名に増加いたしまして，受け入れ枠を拡大いたします。

就労支援体制の推進につきましては，就労支援センターなどの訪問等の支援を強化

し，障害者を受け入れる企業数の増加を図りたいと考えております。

それから，地域の障害福祉に関する連携や協議を行う場である障害者自立支援協議

会につきましては，各区においても展開をし，障害福祉サービスに関わる事業所や関

係機関，支援者のネットワークづくりの充実を図っていきたいと考えております。

以上が中間素案の概要でございます。本日は特に計画の柱となります４の到達目

標，それから基盤整備の方策のところでご意見を頂戴できればと考えておりますの

で，よろしくお願いいたします。

会 長 本日は大きいポイントとしての検討ということで，すみません，先ほど行動援護も
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この中でと私が発言しましたが，それについては，また後で検討を進めていきたいと

ころでございます。

さて，ただいま事務局から「第４期仙台市障害福祉計画 中間素案」についての説

明をいただきましたけれども，皆さんからご意見等ございましたらいただきたいと思

います。いかがでしょうか。

中村（晴）委員，お願いします。

中 村 ( 晴 )

委 員

グループホームを１年ごとに 100 人ずつということで計画がされています。地域移

行としては大変いい方向だとは思います。国でグループホームの１カ所当たりの人数

は，地域で普通に暮らすという前提で４，５名が理想的であるというような文言があ

りました。100 名ずつというのを４ないし５で割ると 20 カ所から 25 カ所ぐらい毎年

増やしていくという予定のようですが，実はグループホームの設置基準が大変厳しく

なっています。特に防災について，火災報知器の設置などが義務付けられて，防炎加

工の壁紙やじゅうたんなどが必要になっております。なかなか借家でのグループホー

ムの運営は難しいというのが実態であるように思います。この辺について，仙台市か

ら現在補助金が 100 万円出ていますが，なかなかこれは実際難しいというのが私の実

感なのですが，この辺は計画の裏付けとしてはどのようにお考えでしょうか。教えて

ください。

会 長 事務局，お願いいたします。

事 務 局

(石川課長)

今お話いただいたとおり，各地のグループホームで痛ましい火災事故があったこと

で，消防法の法改正があり，消防設備についてはしっかりしたものを新たな年度，平

成 27 年度からは付けるということになってございます。今後そのため，グループホ

ームを設置する方については消防設備の部分で新たに必要なお金がかかってくるよ

うなところも出るのかなというふうには思います。

ただ，具体にその法改正のところを見ますと，面積要件ですとかいろいろなことの

中で設置する機器といいますかハードルがいろいろあるようですので，そこもきちん

と今後考えている方々，法人の方々には情報提供して，できるだけスプリンクラーで

すとか，より火災のときに設備的に高いのがあればいいのかもしれませんけれども，

基準は今こうですというのはまずきちんと踏まえて，そこの情報をきちんとわかって

いただいた上でご用意いただくと。やみくもに全体ですね，重い設備をつくるとすれ

ば非常に高いお金がかかるというようなことだけがもしかして感じられて，なかなか

そこを踏み出せないという方がいるのであれば，そこはその大きさとかによっていろ

いろ準備するものが違いますというような正しい情報提供をした上でその辺を考え

ていただくというのも一つ必要かなと思います。

それから，仙台市としての今の補助につきましては，今中村（晴）委員がおっしゃ

ったように 100 万円というようなことで準備させていただいていますので，ぜひそれ
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をご活用いただいて，計画的には皆さんご要望が多いところですので，何とか達成し

ていきたいというふうに考えているところです。

会 長 中村（晴）委員，よろしいでしょうか。

次に，諸橋委員，お願いします。

諸橋委員 グループホームをやっている方とよくお話をする機会があるのですけれども，基本

的になかなか事業として取り組む意欲がないというか，今課長がおっしゃったような

観点からもう少し具体的なことで考えて，取り組んでいくという姿勢がなかなか見え

ない方が多いのが現状なのかなと思います。住まいの場ではなくて寄宿舎なんだと，

それで防災体制をしっかりしないと認められないんだということだけが殊更に強調

されて，かなり孤立した考えになっているのかなという気がいたします。少し市とし

ても，今課長がおっしゃったようなことも含めて設置の仕方とか，事業として組み立

てていく場合のある種の行政からの支援というか指導と言ったらいいのか，そういう

ものが意識的にやられるといいのかなと思います。

事 務 局

(石川課長)

ありがとうございます。今お話ありましたように，考えられている法人さんにぜひ

進めていただけるように積極的に情報提供してまいりたいと思いますので，ご協力の

ほうよろしくお願いいたします。

会 長 グループホームのこれからの整備目標についてというよりも，その中身について，

情報提供をしっかりしながら取り組むということの確認ですよね。

そのほか，委員の皆様からございますでしょうか。

中村（祥）委員，お願いします。

中 村 ( 祥 )

委 員

３つ質問したいと思います。

仙台市の場合ですと，今年度はこの基盤を整備するという事業設定が仙台市のほう

でなされて，それで設置の助成金ですとか，基盤整備のための整備費というのが補助

されると思いますが，それですと各事業所とかが把握している今現在の基盤整備のニ

ーズというものの調査にはちょっとならないのではないかなと思っていまして，その

辺のところを計画としてこれから調査をしてから何年計画というふうな形で，国から

の予算を確保したり，配分したりというような方法ができないかどうかを１つお聞き

したいです。

それからもう一つは，就労支援の体制の中で，就労を継続するための１つの強力な

バックアップとしてジョブコーチが就労先の企業に入るということはとても効果的

であるように思います。ただ，今ジョブコーチは独立行政法人で育成をし，そこから

事業費の補助を幾ばくか毎月申請していただくような体制で，制度に入っていないも

のですから，たぶんどこの就労移行支援事業所も必要だと思いつつ，なかなか人的配
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置ができなかったり，要員を育てられない原因になっているのではないかと考えま

す。少し難しいことなのかもしれませんが，仙台市のほうでそういう要員育成ですと

か，幾ばくかの経費補助，人件費補助のようなものを考えているかどうかということ。

それからもう一つは，相談支援体制の充実のために自立支援協議会を強化するとい

うことなんですが，これもとても重要だと思うんですが，窓口の体制の中でたぶん相

談支援事業を行っている事業所が計画相談を行うに当たって相談支援窓口になって

いくという可能性があると思うんですが，そこがなかなか自立して経営できない相談

支援事業の現実がありまして，職員がなかなか相談支援の充実にまで当たれないとい

う現状があるんですが，合理的にそこで相談支援事業をやれるような体制をつくれれ

ばとは考えておりました。そこを聞かせていただきたいと思います。

会 長 ３点について，事務局からお願いいたします。

事 務 局

(石川課長)

まず１点目の施設整備に係るニーズ調査といったものですけれども，基本的には全

体の調査をするのは計画の節ごとにというようなところが多いものですから，どうし

てもタイミング的には障害者保健福祉計画，今回の計画は障害福祉計画ですので，今

度の保健福祉計画の前には全体的なニーズ調査というのは当然やると今は考えてい

るところです。

資料３－３の生活介護というところに，「27 年度・29 年度にそれぞれ１施設の設置

を促進し，」とございますが，計画しているのはまさに 26 年度建設で，今年度建設し

て 27 年度に開所する生活介護の施設が１カ所あるということと，28 年度に工事をし

て 29 年度に設置・スタートしていきたいのが１カ所あるということで，これについ

ては計画しておりますということです。中村（祥）委員からお話があったのはその次

の施設整備ということで考えるとすれば，次期計画の調査も踏まえてということにな

ろうかなと思っているところです。

それから，就労の支援の部分でのジョブコーチのお話をいただきました。我々のほ

うでもジョブコーチが，うまく活用ができる人数がいないというところまではつかん

でおります。ただ，そこの部分に仙台市として今後どのように関わっていくのか，ジ

ョブコーチをうまく活用できる，もしくは育成するということをどのようにしていく

のかというのは我々としても課題だと思っております。今の段階でこういったことを

考えていますというのをお示しできるものが申し訳ございませんけれどもありませ

ん。ただ，仙台市にはご存じのとおり障害者の就労支援センターがございますので，

センターでの活用についても検討して，どういった形で仙台市なりの就労支援ができ

るのかというのは考えてまいりたいと考えております。

それから，相談支援の件でございました。ここに書いてございますとおり，ネット

ワークの強化というような形につながるのかなと思います。各区に自立支援協議会を

設置していくということでございます。その中の１つとして，障害者の相談に当たる

計画相談の事業所も今後増えていくと考えております。相談支援事業所は，なかなか
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事業として成り立ちづらい，簡単に言うと事業所の報酬が低いというようなお声は聞

くところです。ご存じのように現在報酬改定が来年の４月に向けて国で検討が進んで

いるようですので，その評価の中で事業者の方々の経営が成り立つような評価になれ

ばそれはそれでうまくいくのかなと思いますが，何分その報酬改定のところは直前に

ならないとわからないものですから，今の段階でどのくらいの報酬改定になるのかと

いうのは情報も含めて申し訳ないんですけれどもお話しできるものはないような状

況です。

中 村 ( 祥 )

委 員

私の言い方が誤解されてしまっていると思いますが，仕事をしないで報酬を上げて

ほしいということではなくて，相談機能を併せ持つ仕事をたぶんしていると思います

ので，ことはできないかということです。それは制度にはありませんので，仙台市の

独自事業になるとは思うのですけれども。

事 務 局

(石川課長)

仙台市では，委託の相談支援事業所ということで現在も計画相談だけではなく，幅

広く，計画をつくらない方に対しても相談を受ける相談支援の事業所が 16 カ所ござ

います。ここの事業所と，それから自立支援協議会のネットワークの中で，地域の障

害のある方，それからそのご家族を支援できる体制をつくっていければなというのが

今のところの考え方でございますので，新たな事業としての取り組みというのは今の

ところ考えていないところです。

会 長 中村（祥）委員，よろしいでしょうか。

次に，諸橋委員，お願いします。

諸橋委員 少し関連すると思いますけれども，ちょうど就労関係なんですけれども，ちょっと

私ちらっとこう見る限り，随分堅実な数字といえば数字なんでしょうけれども，目標

数値が少ないんじゃないのかと，見させていただいて思いました。例えば福祉施設か

ら一般就労への移行者数ということで，29 年度が 24 年度の 156 人より 44 人多い 200

人という数値ですけれども，これまでも恐らく目標数値をクリアするような実績を挙

げてきたというふうに私思っているんですね。27 年度から雇用支援制度も変わって

きますし，流れとしては障害者の方の就労がこれからもっと進むんじゃないかなとい

うふうにも思います。昨年ハローワーク仙台だと 837 人の方が就労されているんです

ね。この中にはＡ型の事業所の方だったり，あるは特別支援学校の生徒さんたちが入

っていたりもするんですけれども，結構就労の実績としては上がっているかなと。む

しろ課題としては移行支援事業所の支援と結び付いた就労が進んでいるのかどうか

ということが大事なのかなというふうにも思います。ハローワークのほうでこういう

データもお持ちなんでしょうかね，その内訳とか，あるいは 837 人の方がどれくらい

就労を継続されたかという，できたらそういうことも含めて支援体制をしっかりする

という意味で，移行支援事業所とハローワークなどのネットワークづくりも含めて，
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もう少し数字を目標数値にふさわしい数字にしてもいいのではないかなというふう

に思います。県のほうだと２倍にするというふうに言っていると思います。それくら

い掲げて，頑張ってもいいのかなと思います。

それから，長くなるかもしれませんけれども，就労の移行率ということで移行支援

事業所ごとの目標が出ていますけれども，支援体制の推進ということで３－３の数字

だと 29 年度には３割以上就職した移行支援事業所を５割以上にしますよという数値

が出ていますけれども，もっと高くてもいいのではないかなと。もしくは高くなるよ

うな努力とか，評価と育成の方針をちゃんと持ったほうがいいのではないかなという

ふうに思います。今現在移行支援事業所は 30 事業所あるんですかね，そのうち３割

をクリアしているのが９事業所ということですけれども，なかなか本格的な就労移行

の体制がつくれていない事業所が多いので，先ほどのジョブコーチもそうですけれど

も，本来あるべき就労支援の仕方というのを就労支援センターを軸にしてもっと支え

ていくというか，評価し育成していくみたいな方針があって，もう少し高い数字をぜ

ひ掲げてほしいなというふうに思いました。

会 長 ご意見ということで，事務局からコメントをいただく前に，ハローワークというこ

とで，小山委員，お願いいたします。

小山委員 今お話いただいた就労移行支援との連携した部分の数値，内訳ということだと思い

ますが，残念ながら今お話しできるような部分というのは持ち合わせていませんが，

先ほど言われた 837 という就労の数字が上がってきていると，その前だと 695 ぐら

いということだったと思うんですが，少なからずそういった連携によって上がってき

ているというふうには聞いています。ただ，内訳としてちょっとお示しすることがで

きないのが申し訳ないんですが，実際連携が進んでいて，就職というものが伸びてき

ているという，その事実はございます。

会 長 次に，事務局からお願いします。

事 務 局

(石川課長)

諸橋委員から頂戴したご意見は資料３－２の４の福祉施設から一般就労への移行

者数が１点目でございます。これにつきましては，ここに掲げてございますとおり

200 名の方の移行を 29 年度には目指すということで，下に実績を示させていただい

てございます。これによりますと，現在のところ 160 人前後の方が一般就労というよ

うなことでございますので，29 年度の 200 名というのは事務局としては決して低い

数字ではないと考えているところでございます。

それから，６番目の就労移行支援事業所の就労移行率，こちらも 29 年度で移行率

が３割以上の事業所を全体の５割以上ということで，これも下に実績が書いてござい

ますが，こういった事業所は現在 25 年度は，事業所数では全体の３割ということで，

これを２割伸ばして５割以上にするということです。ご存じかもしれませんけれども
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実は移行支援事業所は一般就労に結び付けることが非常に多い事業所と，なかなか結

び付けることが難しいということの二極化といいますか，そういったことで分かれて

いる現状でございます。ですので，25 年度で 30 事業所があって，９事業所が 30％

以上一般就労に結び付けているとした場合，残りの 21 事業所はどうなのかというと

ゼロとか１桁とか，非常に厳しい状態があるというのが正直なところです。ですから，

こうした事業所を３割以上引き上げるということは我々もかなりの努力をしなけれ

ばいけないと感じておりまして，そこの部分の努力をした上で全体的に 29 年度は５

割以上を目指すという部分については我々もかなり努力が必要と考えている数字で

して，これも決して低い数字ではないということで感じていただければと思っている

ところです。

会 長 諸橋委員，よろしいでしょうか。

諸橋委員 先ほどの厚労省からちゃんとした案が出ていないんだという地域生活支援拠点も

含めてですけれども，相談支援事業所なり移行支援事業所もそうですけれども，いろ

いろな事業別の福祉サービスが適切に運営されているのかな，あるいはそれにふさわ

しい支援がされているのかなというのが，やはりやってきた人間としてはいつも感じ

るんですね。Ａ型，Ｂ型，あるいは移行支援事業所とかという形でありますけれども，

もう少し施設の性格に見合った支援のあり方というのが浸透していく必要があるの

かなということと，やはりそのことで実績を上げていくことで事業としても安定して

いくということが必要になるのかなと。

それと，先ほどの中村（祥）委員のお話を聞いての感想なんですけれども，やはり

事業所というのはある種の専門性を持っているわけですから，地域のいろいろな資源

と結び付く中で幅を持っていくというか，例えばスタッフ的に苦しかったらボランテ

ィアを入れたり，そういう地域の相談とかの窓口的な機能とかを増やす中で事業の幅

と社会性を獲得していくみたいなことがこれから必要になってくるのではないのか

なと。だから，そこだけ取り出していってもなかなか事業としては進んでいかない，

進化していかないのかなというふうに思いました。

会 長 でも，大事なことだと思います。そのようなご意見ありがとうございました。

では，佐々木委員。

佐々木委員 今のに関連してなんですけれども，確かに今お話をお聞きして，就労移行支援事業

所 30 カ所のうち９カ所しか３割以上の就労に結び付けられていないというのは，ち

ょっと今実際の数をお聞きしてびっくりしたんですけれども，ただなかなか難しいと

ころをどうやって引き上げていくかというのはやはり方法を考えなくてはならない

だろうなというのをすごく今感じています。やはりうまく就職に結び付けている施設

というのはすごく連携先をたくさん持っていて，仙台市であれば就労支援センターさ
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んだったり，あとは職業センターさんだったりを上手に使って，あともう２年の半年

ぐらい前になったら職業センターさんと連携をして準備訓練に週に何回行ってもら

うとか，たぶん上手にそうやって，自分のところだけで限られた職員の数で限られた

スキルの中で就労に結び付けるのはすごく難しいと思うので，本当に週に１回ずつハ

ローワークさんの専門援助第二部門に通うとか，きっとそうやって上手にいろいろな

ところを活用しつつ，自分のところの力だけじゃなくて就労に結び付けているところ

が実際の数を出していけていると思うので，そういったノウハウだったりの提供をし

ていくというのも本当に１つだと思います。なかなか難しいところを劇的に就職率を

上げるというのは指導しても難しいと思うので，そこら辺のノウハウの提供というこ

とが１つあると思います。

それとともに，中村（祥）委員がおっしゃっていた継続のための支援のジョブコー

チ支援というところで，なかなかジョブコーチも使いづらいというのもあるんですけ

れども，職業センターには私も登録をさせていただいているのですが，たぶん各障害

ごとや各分野ごとの雇用管理サポーターという存在があることを皆さんご存じでし

ょうか。就労支援をしていても，こういったポジションがあることは実はあまり知ら

れていなくて，企業さんが例えば私の場合であれば高次脳機能障害の方を雇用したい

と考えたときに，一応高次脳機能障害の専門家として企業さんにまずは高次脳機能障

害ってどんな障害で，就労していく上ではどんなところに障壁が出るかとか，それを

改善するためにはどんな周りでのサポートをしていただければいいかというような

説明ができるポジションも，ジョブコーチのほかに実はあって，でもほとんどこの雇

用管理サポーターという存在は知られていないです。ですから，今職業センターさん

のほうにもお話をしているんですが，障害者の雇用を考える上でなかなか障害像がわ

からないと障害者の方の雇用というのには二の足を踏んでしまう企業さんがたくさ

んあると思うので，でも法定雇用率はやはり達成したいという企業さんに向けて，そ

ういった雇用管理サポーターという存在もあるとか，そういった情報提供を企業さん

側にもぜひしていっていただけるといいのかなと思いました。

会 長 委員の皆様のご意見の中で，諸橋委員，それから小山委員，佐々木委員，皆さんや

はり連携の重要性ということと，既にある資源をしっかり周知，理解を促進していく

ことの重要性ということをご意見いただいたように思いますけれども，その辺につい

て事務局から何かありますでしょうか。

事 務 局

(石川課長)

ありがとうございます。まさにそのとおりだと思います。我々もハローワークなど

を含めていろいろなところでやられている情報，わからない部分もありますので，や

はりそういうのをしっかりと理解した上で皆さんに情報発信という形で努めてまい

りたいと思います。

会 長 本当に就労移行支援事業所もノウハウを共有するという佐々木委員，ご意見ありが
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とうございました。

そのほか，委員の皆様から何かございますでしょうか。

桔梗委員，お願いします。

桔梗委員

どうしてもこの協議会の中では障害者，当事者とか障害者を支援している事業体か

らの就労支援という目線のご意見が非常に多くて，私は非常に勉強させていただいて

いるところなんですが，逆に企業から障害者を雇用するという立場が私の仕事のほう

にありますので，反対の面からの日頃の就労支援のところをお話しできたらと思って

いたので，１つ２つお話をさせていただきたいと思います。

これは具体的な素案の中からたぶんまた詳細な協議というふうになっていくんだ

と思いますので，そのときにもまた時間があったらお話をしますが，実際に法定雇用

率が上がってきて，私のところにも企業さんのほうから「桔梗さん，障害者の雇用や

ってるよね。やりたいんだけど」という相談は実際あります。私も実は諸橋委員にも

ご協力いただいた経緯もあるんですが，企業さんを直接支援センターのほうにお連れ

したこともあります。ただ，そのときは雇用には結び付きませんでした。それはいず

れにしてもどういう悩みかというと，障害者雇用の雇用率を上げなければいけない事

業者さんにとって，障害者というものがわからないからです。例えば１回雇用してみ

てもわからない。例えば身体障害者の人であってもいろいろな障害があります。例え

ば精神でも，そうじゃないところでもいろいろな問題があります。具体的にどんな障

害の人をうちが使えるのかというところまで行き着けば，こういう障害のあるところ

を支援していきたいとか，こういう方を自分のところで雇用したいというニーズが出

てきますが，漠然と自分のところの事業所はこうだし，法定雇用率が上がっているの

で，強制的にしなければいけないということで，所長さんや社長さん，役員の方など

が来ますが，実際にそこの悩みを聞いてマッチングさせるところは，どこをご紹介し

たほうがいいのか，ハローワークに行くべきなのか，非常に悩んでいました。協議会

が終わったら小山委員に相談しようか諸橋委員に相談しようかと個別でちょっと悩

んできたところでございます。なので，素案づくりのときに実際の中の協議に入った

ときには，イメージですけれども企業さんが雇用したいと思ったらというところから

雇用ができるまでというところを，どんな人が欲しいですかといったときにどんな人

というのを誰がコーディネートできるのか，諸橋委員のところなのかハローワークな

のか。ハローワークにそういう障害のことを知識的にお持ちの方がいらっしゃれば相

談できるけれども，逆に諸橋委員のところに行ってその相談をするけれども，実際に

諸橋委員のところで雇用というものが結び付けられないとすれば，諸橋委員のほうか

らハローワークのほうにつないでいただいて，ハローワークのほうからやるとか，今

佐々木委員のほうでも高次脳機能障害という選定ができるのであれば，割り振っても

らうとか，１つのフローチャートをガイドマップにしたようなお示しがあると，企業

さんのほうでは雇用がしやすいし，企業に対する就労支援というものは向上できる１
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つのきっかけになるのではないかと思っています。委員をさせていただいて大変不勉

強で恥ずかしいんでございますが，本当に私自身もどこに振ったらいいのかがわから

ない現状が昨今もございまして，これをこの場でお話ししていいかわからなかったん

ですが，ご提案の１つとしてお話をさせていただきました。

会 長 企業さんの立場からわかりやすくということですよね。その辺については，たぶん

整理しているものもあると思いますけれども，やはり企業の方に障害及び障害者の理

解ということで，きちんと結び付くような仕組みが大事だということと，このことを

併せて条例づくりのほうとも関連することとも思いますけれども，その辺について事

務局から何かありますでしょうか。

事 務 局

(石川課長)

障害者の雇用の部分でございますけれども，仙台市としましては障害者の就労支援

センターを中心にネットワーク等を使いながら障害者の雇用を進めていきたいとい

うふうに考えております。就労支援センターでは，例えば障害の種別と言っていいん

でしょうか，難病の方ですとか，それから高次脳機能障害の方ですとか，そういった

方々で，就労されている方の事例とかそういった体験発表を実施しております。その

中で，企業の方々も先ほどお話あったように法定雇用率が上がったということで，か

なり関心が高くて，実際に障害のある方を雇用されている企業の方からこういう形で

雇用してますよとか，こういう工夫をしてますよと，それから実際働いている方から

はこういう１日の流れで働いてますといったものを具体的にお話ししていただいて

参考にしていただいているところがございます。このような，障害種別や障害特性に

応じてセミナーは順次年間６回ほどやっておりますので，ぜひそこを活用いただけれ

ばと思っておりますし，そういったものを積み上げていった中で，先ほど桔梗委員か

らご提案がありました一連の流れのフローですとか，そういったものができてくれ

ば，今ちょっとご用意できていませんので，先ほど言った就労支援センター等とも相

談しながらそういったものができ上がっていければ，こういったものをお示しして，

企業さんのほうでも活用いただければというのがお示しできればなと今感じたとこ

ろです。ご意見ありがとうございました。

会 長 今のお話で，企業で取り組まれていることもまた併せて，先ほど桔梗委員がおっし

ゃったようにこれから取り組む企業にイメージが湧くような仕組みをしっかりつく

りたいということですよね。

桔梗委員，お願いします。

桔梗委員 どうもありがとうございました。今のお話を受けて，思いつきの案があるので，忘

れる前に１つだけ話をさせてください。

企業さん向けにこういう雇用をやっているとモデルケースの発表が年に何回かさ

れていたというのは，私も実は全く不勉強でわかりませんでした。なので，そういう
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勉強会があれば積極的にご案内差し上げたいところなんですが，そこで１つ，私も企

業向けのところは情報収集しているので，企業さん向けの仙台市のサイト，ご存じだ

と思いますが，「Ｅ企業だより」という企業向けのメール配信システムがございます。

仙台市にいらっしゃる大中小の企業さんが随分登録されていますし，私自身もそこに

登録して，仙台市の情報はそこから得ています。企業情報もそこにございますので，

ぜひ雇用率でお悩みの方もそこに情報発信があれば，参加もされるでしょうし，勉強

のいい機会になると思いますので，ひとつ素案をつくる前にもテスト草稿ということ

で，お試し版ということで「Ｅ企業だより」の発行のほうに，経済局かな，にお話を

すればたぶん発行してくれると思うので，もし今年度もその残りがあるとすれば，ぜ

ひ情報発信をしていただいて，企業さん向けにランニングしていただければと思いま

す。よろしくお願いします。

会 長 中村（祥）委員，お願いします。

中 村 ( 祥 )

委 員

仕事を探すときに，それと求人をするときの窓口はハローワークというのが一般的

で，ハローワークに行っていただくとどんなことでも解決すると思います。企業が求

人を出すときはハローワークに行きますよね。障害があってもハローワークが窓口に

なってくれていますし，相談に乗ってくれますので，その場合は就労支援センターも

とてもいいんですけれども，もう一つ大きな相談窓口としてハローワークをお使いい

ただくととてもいいと思います。普通にハローワークをお使いいただけます。

会 長 就労支援センターを経由して就労される方もいれば，ハローワークからということ

もあるということだと思いますので，小山委員，その辺のところも含めてお願いしま

す。

小山委員 本来私が答えるべきお話だったんですが，先ほど連携というお話を申し上げたんで

すけれども，就労支援をするときハローワークだけではやはり足りないんですよね。

そういった意味では，職業センターだったり就労支援センターだったりと常々やりと

りをしながらということもやっておりますので，もちろん事業所からの求人というの

は専門援助第二部門で直接受付します。それから求職者の方も同じ窓口で受付するん

です。一般の場合ですと求人部門と職業相談部門と分かれているんですけれども，専

門援助第二部門については事業所さんも求職者の方も同じ窓口で対応するという中

で，あとは必要に応じて関係機関とも連携するというやり方をとっているということ

ですね。ですから，私どもにおいでになったときに，場合によってはそういう関係機

関に誘導させていただくこともございますでしょうし，あとは関係機関さんからうち

のほうに誘導されることもあるというふうに，相互に連携するように努力してやって

いるということでございます。
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会 長 桔梗委員のご意見から始まりまして，やはり連携，そして既にある資源をうまく結

び付けるということで，障害がある人の雇用を考えている企業さんにわかりやすい，

フローチャートと言うお話しがありましたが，そのようなわかりやすいものをきちん

と周知することがこの目標を達成するときにとても大事だということでした。ありが

とうございました。またそのような工夫も委員の皆様と検討していくこともぜひして

いくべきだと思いました。よろしいでしょうか。

そのほか，委員の皆様から何かありますでしょうか。

白江委員，それから中村（晴）委員ということでいいですか。はい，お願いします。

白江委員 ２点ありまして，１つはグループホームなんですが，100 人ずつ増やしていくとい

う計画なんですが， 100 人という数字を出された根拠というのがあるのかどうか。

もし既に説明されていたら二度手間になってしまうので申し訳ないんですが。

それから，今の就労の関係なんですけれども，一般就労された後，その退職者数と

かそういったデータというのは持っておられるんでしょうか。その２点をお願いしま

す。

会 長 では２点について，事務局お願いします。

事 務 局

(石川課長)

１点目のグループホームの人数，定員を増やしていくというところでございますけ

れども，先ほどちょっとお話ありましたがグループホームの定員は１カ所当たり４，

５名ということですので，毎年 20 カ所程度を増やしていければと考えております。

定員にしますと，毎年の積み重ねで 100 名ずつ増やしていければと考えております。

今年度の予算についても，それに見合う補助金を用意したところでございます。

それから，就労の部分で退職者の方の部分の数字は残念ながら把握してはおりませ

ん。ただ，全国的に国で調べた数字ですと，一般就労してから３年ぐらい経つまでは

順調にお仕事されるようですけれども，その後うまくサポートしてあげないと離職し

てしまうという傾向があるというグラフを見たことがございます。そういったことが

あるようですので，就労した後もきちんと支援する，支えるというのがないとなかな

か雇用が定着していかないのかなと感じたところです。今，手元に資料がないので，

感覚でお話ししたところですけれども，きちんと就労できても，その後も引き続き支

援していかないと定着できないという統計資料があったと記憶しております。

会 長 白江委員，お願いします。

白江委員 グループホームについてはまだいろいろ意見があるんですけれども，今の就労の関

係で，特に難病関係ですと要は前にもお話ししたかと思うんですけれども新たに就労

するという方はもちろんいらっしゃるんですけれども，どちらかというと既に就労し

て発症する，発病して辞めざるを得ないという方，先ほど障害があって雇用されて３
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年というのが１つのめどというのはよく言われるんですけれども，もうちょっとまた

違って，途中で発症されて辞めざるを得ないということ，それから雇用率の対象にな

っていませんので，数字的にも出てこないという部分もあります。そういうことを併

せて，既に一般就労している方，それから難病のように雇用率の対象にならないよう

な方々へのフォローという部分でも，サービスメニューからいうと今回対象になりま

したけれども，使えるものがそうそう多くはないんですが，グループホームとか就労

支援というのは割と使える部分でもあるんですが，そういった部分でのフォローがど

うしてもやはり体制的に必要になってくるというふうに思いますので，その辺また具

体的に考えて，ご提案をしていきたいとは思います。

会 長 ただいまの定着支援も含めて，施行は平成 28 年４月からですけれども，障害者雇

用促進法の改正の中で今労働政策審議会の障害者雇用分科会ではやはり定着の大事

さということと，それから合理的配慮の指針に今関わっているところでありまして，

その辺のところも 28 年４月からの施行ではありますけれども，うまくこの中に一緒

に考えながら取り組んでいく，なお合理的配慮については全ての企業の義務化，過重

な負担にならない限りというか，過重な負担の検討もなされていますけれども義務化

されるということで，本当に大事な取り組みがあるんだと思いますし，そのようなこ

とをしっかりと把握しながら検討を進めていく必要があるのではないかと思います。

ありがとうございます。定着がすごく大事ですよね。

中村（晴）委員，お願いいたします。

中 村 ( 晴 )

委 員

就労の件ではなくてもよろしいでしょうか。

資料３－３の真ん中の一番下のほうの「相談支援体制の充実」のポツの２つ目，障

害のある方に対応できる医療機関の必要性について，私は本当にこれは痛切に感じて

おります。運営している福祉事業所等については，多くの場合成人病予防協会から検

診車に来ていただいて基本健診をしておりますが，ただその中にはがん検診などは含

まれておりません。40 歳になると１つの節目として「健診をどうぞしてください」

と，がん検診なども含めて説明が書いてあるんですが，なかなか障害者の方が一般の

お医者様に行ってがん検診を受けるということは難しい。特に女性特有のがん検診な

どを受診するということは，一体どこのお医者様に伺えば受診可能なのかということ

がわかりません。仙台市の健康福祉局健康増進課からそういう書類を 40 歳になった

のでという節目でいただくんですが，果たしてそれがどれだけ活用されているだろう

かと。私自身の娘が 40 歳のときにそれが来ましたけれども，結果的に，具体的な話

をして恐縮なんですが障害支援区分６の娘がそういうがん検診等々を受診すること

はまず不可能ということで，利用はしませんでした。こういう実態というのは大変多

いのではないかと思うので，その点について充実の必要性ということが明記されてお

りますが，具体的にどのようなお考えをお持ちなのか伺いたいと思います。
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会 長 事務局，お願いいたします。

事 務 局

(髙橋課長)

非常に難しい問題だと思います。ただ，医師会のほうとお話をしたりする場合はや

はり現実的にそういう実態があるのだということをお伝えしていますけれども，なか

なか難しい，広まっていかないというところもあるというふうには聞いております。

ただ，そういうことが必要なのだということをきちんと伝えていく，要望していく

ということが大事だと思いますので，健康増進課のほうにももちろんこういう実態に

ついて伝えていきたいと思います。

会 長 難しいということで止まるのではなくてしっかり取り組むということで，さらに大

事なご指摘だったと思います。ありがとうございます。

鈴木委員，お願いします。

鈴木委員 その件に関して，ちょっと近いお話なんですが，私の診療所，歯科診療所なんです

が，お口の中にもがんができますので，前がん状態ということで私が発見をして，知

的障害のある方ですが，「これは前がん状態の場合もあるので，ちゃんと調べたほう

がいい」というふうに付き添いの方にお話をするんですが，「いや，歯の治療に来た

んだから，大学病院とかそんなところまでは行きません」ということでそのままスト

ップしてしまったケースというのがあります。あと，例えば歯周病なんかですと定期

的にきちんとした管理が必要なんですが，連れてこられる世話人さんが変わると途端

に全く定期健診を受けられないとか，そういうような状況というのもあるわけなんで

すね。ちょっと今のお話とあまりつながらないかもしれないんですが，ネットワーク

の強化ということで，やはり我々が必要だと思う医療がきちんと提供される体制とい

うのも，フィードバックとかそういう，連れてきていただく方とか施設の方ときちん

と情報共有をして，うまく回るようにしていくというシステムがすごく大事だと思う

ので，前からちょっと思っていたのでお話をしたいと思いました。

あと，今の中村（晴）委員の話で，実際問題歯科のほうも結構苦労はしながらやっ

ているんですが，婦人科の先生とお会いしたときに歯科のほうは一体どのようにされ

ているんですかということで，治療そのものは全身麻酔とかをしながら，場合によっ

てはやはり定期的な管理というものも，静脈内鎮静法というような静脈内麻酔みたい

なものを併用してやるような場合もあって，例えばそういう麻酔をしないと受け入れ

ていただけない方の場合はそういうような方法でまとめていろいろな検査ができる

とかというシステムがあればいいのかなと，私歯科なので詳しくはわからないんです

が，勝手に考えたりしておりました。

会 長 事務局，お願いします。

事 務 局 誤解のないようになんですけれども，ヒアリング調査で見えてきた課題，この枠の
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(髙橋課長) 中に書いてあるのは，ヒアリングをしたときにご本人とかご家族から出された意見で

ございますので，「障害のある方に対応できる医療機関が必要だよね」というご意見

をいただきましたとか，「保健・福祉・医療など関係機関のネットワークの強化が必

要ですね」というご意見をいただきましたということですので，この施策の方向性と

してまとめたものではありませんので，念のためお話をしておきます。

会 長 それにしても，中村（晴）委員のご意見，そしてそれを受けて鈴木委員から，やは

り健康を考える場合には医療者だけではなくて関わる方との連携も必要だというこ

とだと思います。そうなりますと，川村委員，いかがでしょうか。この辺のことで。

川村委員 私は医師会の立場以外に小児科の立場ということで，小児科の場合の障害を持った

お子さんというのは，先日もお話しさせていただきましたが，もう生まれたときから

の問題がほとんどです。例えば内臓の奇形から始まって，脳の問題，その他ですね。

そういう場合に，今小児科の領域ではその主病に対するかかりつけの病院，それは病

院ですね，それ以外に日常に診れる小児科医，そういう連携をつくってありまして，

例えば病気本体はこども病院で診る，ふだんの風邪や予防接種に関してはかかりつけ

の医者が診る，そしてかかりつけの医者が手に余るようなときはいつでも大きい病院

との連携をとって収容していただくという，そういうシステムではないですが，形の

上ではでき上がっていますね。

ただ，やはりこれが非常に難しいのは，今のお話を聞いていると例えばそういう生

まれてからの，前も言いましたように時間軸に沿った流れの中のケアというのがどち

らかというとやりやすい。ところが，途中から障害を持つような形になると，なかな

かそこから医療機関につながらなくちゃいけないという別な難しさ，例えば歯科の問

題でも途中からですよね，それからほかに例えば高次脳機能障害なんかでも多くの場

合は途中から。そうすると，それまでのつながりの中で新しい医療機関を見つけなく

てはいけない。それから，小児科の我々は簡単に言えば多かれ少なかれ障害を持った

子どもを小児科医になった時点からずっと診ている。ところが，内科の先生やほかの

先生方はそういうケースを診たことがない。診たことがないことに対して手を出しに

くいというのは，医者を弁護するわけではないですが，やはりそういうところもあり

ますね。ですから，こういうのは医師会のほうとしても，やはりその子どもだけじゃ

ございませんので，こういう要望をぜひ医師会のほうに上げていただいて，こういう

ことで困っているんだということを医師会の共通の認識の中で我々が対応できるよ

うな形をとると。ネットワークというのは全てのネットワークが大事であって，行政

と医療機関，それからここにいらっしゃる皆さん方，ましてや就労に関わればハロー

ワークと，そういうネットワークを網の目のようにつくり上げていきながら，障害の

ある人たちに何か新しいものをつくり上げる協力ができればと医師会としても考え

ております。
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会 長 ただいまもやはり連携，ネットワークということと，既に存在しているものもわか

りやすく伝える，桔梗委員が就労支援のところでお話しいただいたように健康面につ

いてもわかりやすく伝わるような仕組みというのが本当に大事だということを，お聞

きして思いました。これは委員の皆様共通したことだと思います。そのようなことで，

この基盤整備の概要を今日は議論しますけれども，これを本当にきちんと取り組まれ

るようにするためには多くの方々にわかっていただくように，また相談支援機関の

方々にも今のことをわかってもらわなければいけないということでもありますよね。

はい，ありがとうございました。

では，そのほか。時間も迫ってまいりましたが。

市川委員，お願いします。

市川委員 資料３－３の方策の案を見せていただいて，それと皆さんのご意見も聞きながら思

ったことは，やはり数字を具体的に出されているのは非常によろしいんですが，何で

この数字になったのかという，その辺の何か根拠というのか，先ほど白江委員とか諸

橋委員もおっしゃっていましたけれども，やはり「この数字でいいんですか」という

のは我々聞かれても「これでいいです」と言いがたいところがあるので，いろいろ我々

役所とかに話をするときも，何か根拠を示せと必ず言われるんですね。エビデンスと

かと言われて。だから，そういう意味で我々に説明するときもやはり「だからこの数

字ですよ」という何かその辺のところをもう少し詳しく説明をいただけると非常にわ

かりやすいかなというふうに思いました。

それから，もう一つ思ったのは，入所から地域生活とか，入所を減らすとかという

案が出ているんですけれども，我々入所施設をやっている立場からすると，施設から

出ていくという方は死亡して出ていく方もいらっしゃるし，一般住宅に移りたい人も

いるし，福祉ホームだったりグループホームだったりに移る人がいるわけですよね。

そうすると，数字的にどうつながるのかと思いますけれども，入所から地域生活に

29 年度末に 45 人移しますよと，その下のほうに行くと入所は 20 人減らしますよと，

あとグループホームには毎年 100 人ずつ増やしますよといったときに，いろいろな流

れがあると思うんですが，それをどう考えてこの数字ができているのかがちょっとの

み込めないというか，関連性がちょっとわからないなというところがあるので，その

辺をちょっと説明していただければ，どういうふうに考えてこういうふうにされたの

か。同じ入所でも，身体，知的もあれば精神も入所の施設がありますので，そういう

人たちがどういうふうに地域のほうに出られていると想定されているのか，その辺の

ところがもう少しわかるようなものがあってほしいなと思いました。

それから，文言のことで大変恐縮ですけれども，就労支援の強化のところに賃金向

上と書いてあるんですけれども，我々福祉的就労の現場ですとＡ型であれば賃金と言

いますけれども，そのほかは工賃と言うんですが，ここに賃金というふうにこだわっ

ているということはＡ型を対象にしたことを書いてらっしゃるのかということもち

ょっと疑問だったということがあります。
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もう一つ，障害者の自立支援協議会は私は，あまりよく知らなく，ただいろいろな

厚労省から来る文書とか，いろいろな計画を立てるときとか，それから地域ネットワ

ークのところからするとこの障害者自立支援協議会は非常に重要視されているよう

に思うんですが，それがどういうふうな機能を持っていて，どういうふうな委員構成

をされていて，ネットワークをつくろうとされているのか，その辺をもう少し何かの

機会にご説明いただくとありがたいなと思います。

会 長 ただいまの市川委員の，確認も含めてですけれども，事務局からお願いします。

事 務 局

(石川課長)

資料３－３で今後基盤整備を進める事業ということで，年度ごとの利用者数等を出

しております。基盤整備では，仙台市が自ら予算を付けて施設をつくる，先ほど生活

介護でお話ししたような施設がございますが，そうした施設は，この年度にきちんと

予算が付くのかどうかということがありますので，なかなか今後仙台市が箱物をつく

って事業を行うというのは難しいところがございます。今，見えている中で，という

ことで，ここに数字を挙げさせていただいているというところです。

現在の推移といいますか，ここまでの実績を踏まえて足延ばししたところと，あと

今明らかに基盤整備をするというのが見えているところはその分を上乗せできます

という形で，それぞれ積み上げた数字とご理解いただければと思っているところでご

ざいます。

この表の中で就労支援の強化の中で賃金向上という表現について今お話ありまし

たが，先ほど企画課長からも話をさせていただいたとおり，ここの文言につきまして

はそれぞれヒアリングしたときにヒアリングの対象となる方から出たその言葉をこ

こに記したものでございますので，我々がここは工賃という表現に直すということは

していないとご理解いただければと思います。

資料３－２の到達目標のところで，１として施設入所者の地域生活への移行者数，

これと例えばグループホームの整備の数の関係性はどうなのかというようなお話か

と思っております。グループホームにつきましては，施設から出られて入る方もおい

ででしょうし，今，要望として届いているのは親亡き後というようなことで，在宅の

方がグループホームをぜひ利用したいという要望もいただいております。地域から地

域というんでしょうか，そういった形での入居も含めた整備ですので，当然施設から

出られる方の受け皿としてのグループホーム以上の整備が必要になると考えている

ところでございます。

それから，次の２の施設入所者数の減少につきましてですが，宮城県，仙台市も含

めてですが，入所施設が全国的にも非常に少ないという状況がございます。そうした

中で，国ではできるだけ施設から地域へと，我々もそうした考えのもとで地域移行を

進めていきたいとは思っているのですが，現在，そういう少ない施設にお入りの方々

が施設を出るというのは条件が整わないと難しいのかなと考えておりまして，数字と

しては，ここに実績もございますが，例えば平成 24 年度から 25 年度には３名の方が
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減少したという状況でございますので，なかなか施設から退所される方が少ないとい

うこと，また新たに入所される方も当然おいでなので，退所された方と入所される方

が同じであれば全体的にプラスマイナスゼロなので減らないということになります。

今後は，入られる方と出られる方の差がどんどん縮まって行くものと思われますの

で，この 20 名少なくするということは極端に言えば 20 名の方の定員が少なくなるよ

うなイメージを持たないとなかなか達成できないのかなと考えているところでござ

います。それでも我々としてはできるだけ地域で生活できる方については地域移行を

進めたいという目標のもとで達成を目指したいと考えているところでございます。

会 長 あと，自立支援協議会については。

事 務 局

(石川課長)

すみません。自立支援協議会につきまして，その機能とか役割がなかなか皆さんの

ところにうまく伝わっていないのかなということで，反省を今したところでございま

す。

自立支援協議会につきましては，現在各区にネットワーク会議ということで，障害

のみならず様々な福祉の関係の方に集まっていただく会議体を設けております。具体

的には障害関係の事業所，相談支援事業所，それから行政，そして民生委員さんです

とか，あと高齢の事業所の方が多いと思うんですが，地域包括ですとか高齢の介護保

険の事業所さんですとか，そういった方々にお集まりいただいて，できるだけ顔の見

える関係の中で，地域で起きた個別事例の解決とかを一緒に話し合うというようなこ

とをしております。自立支援協議会を区に設置することで，そういった個別事例の対

応がやりやすくなるというようなこととか，あと具体的な社会資源の開発といいまし

ょうか，地域の課題を解決するために何か仕組みとしてあればいいのではないかとい

うようなものが出てきたら，それを区のほうでつくり上げていくといった取り組みが

できないのかなと考えているところでございます。そういった協議会を来年度以降つ

くっていきたいなと今考えているところです。

会 長 よろしいでしょうか，市川委員。

また，いただきましたご意見をもとに次はこの第４期仙台市障害福祉計画・中間素

案について，今日の議論を踏まえてまた事務局からの提示があって，12 月２日開催

の第６回協議会で審議することとなっております。そのようなことで進行していく中

で，大事なご意見をいただきました。そのご意見を反映したものについて，12 月２

日に議論するということでよろしいでしょうか。 桔梗委員，お願いします。

桔梗委員 重点プロジェクトの中に精神障害者の方たちの施策の充実というのがあって，それ

と同時にこちらの資料の３－３のほうでも相談支援体制の充実というところがあり

ます。障害のある方たちの住まいとか就労というところが今いろいろな意見が出てい

たんですけれども，実は最近というか，委員をしてから特にいろいろな方との共生の
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仕方というか生活の仕方の中に，どう見ても私も障害者の病状とか症状というのがま

だ見極められないです。正直言ってこの方が精神障害なのか知的障害なのかさえも時

としてわからないような状況に私あるんですけれども，実際にあった話でどうしたら

いいのかなというところがすごく困っていることを，たぶんほかの方も困っている状

況というふうに思ったことで２つだけ事例を挙げさせていただきます。

１つは，私の目の前で人だかりができていて，たぶんその方は知的ではなくて精神

だと思うんですけれども，コンビニエンスストアの前でした，駐車場です。ぐるぐる

ぐるぐる大きく回転をなさって，人だかりになってどうしたのかなと思ったら，大き

なガラスのウインドーに頭をぶつけるんですね。そうすると，本当に脳震盪を起こし

てバタンと倒れるんです。それを見た方がびっくりして，危ないですよって言ったら，

どうも失礼ですけど健常者じゃないだろうというので，どうしたのかしらって言って

店員さんを呼んできても店員さんもどうにもならない。でも，倒れて異常なわけでは

ないから 119 番するにはどういうものかわからない。みんな人だかりで，おまわりさ

んかな，119 番かなって悩んでいて，その本人を押さえつけるんだけれども，私より

も年上の男性の方で力があって，押さえられない。そうするとまたぐるぐる回って，

また同じようにガラスに頭をガンとぶつけて，脳震盪を起こしてまたそこにハーッと

倒れるというのを何度かやって，誰がどうしていいかわからなかった。結果的には，

ただ茫然として見ているしかなくて，見守るしかなくて，そしたらその方はどうも自

転車に乗ってこられた方みたいなんですけれども，その後しばらく時間が経ってから

ですけれども自転車にお乗りになって，周りは心配なのでどうにかしたいんだけれど

も，でも何もできないままにその人は自転車に乗って，何もなかったように走り去っ

ていってしまった。でも何もできなかったことと，病気の症状もわからない私たちに

はどうしていいかわからなくて，家に帰ってから私もそういうときどうしたらいいん

だろうと，誰に助けを求めたらいいんだろうというのがまず１つありました。そうい

うときどこに電話したらいいのと。どこに，誰に聞いたらアドバイスしてくれるのと。

健常者の市民の１人として，支えたい市民の１人として，そこに周りに 30 人ぐらい

いましたけれども，みんなたぶん同じような悶々とした思いで，逃げることもできず

避けることもできずいた思いがあります。

あと，今回この協議会の中で，この協議だけではなくてもう一つの今協議をしてい

るところで，いろいろな障害をお持ちの委員さんも参加をされていて，彼や彼女らの

話も聞いて病気の症状を知る機会をいただいておりますが，お買い物に行った際にい

ろいろな症状の方がいらっしゃいます。もちろん地域の方もお買い物をしている，身

体障害者の方もお買い物をしています。ただ，やはりそこでも精神の方，知的の方と

いうのは見てわからない。普通の人はわからない。お店で働いている人でさえもわか

らない。でも，どう見ても異常行動をとられる。お店としても困るといったときに，

何気なく心配だから見てるのに，この間の委員会でも言いましたけど「あの人が笑っ

てた」となるとぶち切れられるみたいで，お店の店長さんとかマネージャーさんのほ

うに「笑われた」という苦情が行くと。「笑われた」という苦情が多発するものだか
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ら，その店員さんたちは「あの人が来ると危険」と，もうマークし始めているという

状況を私は事例として見聞きしています。それは非常に障害者の方にとっても切ない

思いだと思うし，それを見ていてお店をやっている店員さんたちも切ない思いという

のは，やはりそこは障害者の理解ができない，もしくは例えば私は知的障害の何とか

ですという病名が書いてあって，病名が書いてあることでその知的障害とはこういう

症状がありますというところまでわかれば，互いの共生がもっと実現できるのかなと

思うんですが，お互いに駆け込み寺みたいなところがないということと，知る機会が

一般消費者，市民になかなかないというところをちょっと悶々としていたので，私の

知る限りで悩んでいる事例を今挙げさせていただいたんですが，精神障害者の施策の

充実のところにも入ってくると思いますし，相談支援体制というのは何度も協議会で

お話をさせてもらっていますが，障害者と障害者のご家族のための相談支援の充実で

はなくて，それを支える一般市民の方の相談の駆け込み寺の支援体制の充実というと

ころにも施策をぜひ作っていただきたいなと思いました。よろしくお願いします。

会 長 障害及び障害者の理解の中で，言ってみれば市民の方々に答えるような仕組みも大

事だというご指摘ですよね。ありがとうございました。

次に，黒瀧委員，お願いします。

黒瀧委員 桔梗委員からのお話で，以前私，市政だよりにこういう病気の理解ということで，

病気一つ一つでいいので少し詳しく書いてほしいと願ったのがこういうことなんで

すね。やはり私たち家族はいろいろな意味で聞いたりすることができるんですけれど

も，一般の方はわからないと思うんです。だから，そういうことを理解する意味の１

つとしてぜひ市報の一部に，毎回じゃなくてよろしいんです，やはり精神，知的の，

そのほかは全部，私もほかの病気はわからないんですけれども，やはり一番気になる

ところをちょっと載せていただけたらうれしいんですけれども。前から私理解という

のがやはり一番，わからないから皆さん恐れるとか，何かそういうことなんですよね。

私たちは知っているから，絶対この人はこういうことじゃないわよ，悪いことをして

る状態じゃなく体がそうさせちゃうので大丈夫よという理解はしているんですけれ

ども，皆さんほかの方から見ればわからないから怖いとか何とかというふうに誤解さ

れることが多過ぎますので，どうぞよろしくお願いしたいと思います。

会 長 大事な指摘，ありがとうございました。

桔梗委員，黒瀧委員のお話は条例づくりの中での理解の促進にもなると思うことで

ありますけれども，大事なご指摘をいただきましたので，何か事務局，コメントがあ

れば。今コメントできることと，またさらにということもあるかもしれませんけれど

も，よろしくお願いします。

事 務 局 まず，市政だよりへの掲載について，以前にもご要望いただいているところなんで
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(髙橋課長) すけれども，すぐにご要望にお応えするというのはなかなか難しい状態です。毎号た

くさんの情報を載せる必要がありまして，すぐに黒瀧委員からのご要望にお応えする

というのは難しいんですけれども，条例づくりの取り組みを周知していくような記事

についてもこれから広報課とも相談していきたいと思いますので，その中で検討して

いければと思います。いろいろな手法を使ってその障害についてご理解いただく，広

報紙だけではなく，先日も開催しましたワークショップなどで出会う場をつくってい

くとか，いろいろな行事の中でわかっていただくようなことに取り組んでいくという

ことを進めていきたいなと思います。

それから，先ほど桔梗委員からいただいた，どういうふうに対応したらいいのかと

いうことですね。まずはいろいろな障害があって，しかも同じ障害でも人それぞれ様

子が違う，得意なところ，不得意なところ，あと表に出てくるものもお一人お一人に

よって違うということをまずご理解いただく必要があります。それから，誰に助けを

求めたらいいかというのはなかなか難しいところで，先ほどのお話の方はたぶん自閉

症の方で何かに反応していたのかなと思いますが，けがだけはしないように，周りで

見守るしかないのかなというか，押さえ付けるとたぶんもっとやりたくなってしまう

ので，そういうときは見守るというところが大事なのかなと思います。

今日，いろいろなご意見を頂戴しました。今回の計画につきましては，基本的には

総合支援法に基づくサービスの見込み量についてと，その見込み量を確保するために

どういう取り組みをするかということをまとめる計画でございます。今日は，そこに

とどまらず，まさに障害者保健福祉計画全体にご意見をいただいたところだと思いま

す。それにつきましては，今回の計画に盛り込むというのはなかなか難しいところも

あると思いますけれども，新しい計画も見据えながら，施策を検討していくための貴

重なご意見としていただきまして，今後の参考にさせていただきたいと思います。

会 長 先ほど第４期仙台市障害福祉計画・中間素案については本日の協議内容を反映した

ものを次回 12 月２日にまた事務局で整理していただいて議論していただくという確

認，了承いただいたということをさらに確認いたしまして，お二人の意見はとても大

事な意見であります。時間も迫ってまいりましたので，今日の議事についてはこの辺

で終了とさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

(2) その他

会 長 そのほか，皆様から何かございますでしょうか。よろしいですか。

まず事務局から言っていただいて，また皆様からその他ありますかという確認をさ

せていただきたいと思います。お願いします。

事 務 局 どうもありがとうございました。今日この場で言い足りないことなどございました



平成 26 年度仙台市障害者施策推進協議会（第５回）

31/32

(髙橋課長) ら，またファクス，メール等で事務局のほうにお寄せいただければと思います。

それから，今日お手元のほうにココロンニュースの２号と，あと 11 月 23 日に予定

している第２回ココロン・カフェのご案内をお渡ししております。ココロンニュース

のほうは，先日 10 月 22 日に開催をいたしましたココロン・カフェについてと，あと

第４回の施策推進協議会，条例の検討をいただいたときの様子，それから事例が集ま

りましたということをお知らせする内容となっております。

あと，第２回のココロン・カフェを 11 月 23 日に開催いたします。おかげさまで

10 月 22 日に委員の皆様にもおいでいただきまして，内容といたしましても参加した

方からは非常に有意義でした。障害者の方と出会う機会がなかなかない方も参加して

おられましたし，ご本人さんたちもいろいろ話をして，聞いてもらってとてもよかっ

たというような感想もいただいておりますので，また引き続き皆様からもご意見を頂

戴しながら進めていきたいなというふうに思います。11 月 23 日についても既にご出

席いただける委員さんもいらっしゃいますけれども，もしお時間が許せばぜひおいで

いただければと思いますので，よろしくお願いいたします。

なお，本日，目黒委員と市川委員からも資料の提供がありますので，ぜひ一言いた

だければと思います。

会 長 では，目黒委員，そして市川委員とお願いします。

目黒委員 いつもの「ばっけ通信」です。ご覧いただければと思います。また，ここに載って

いますが，明日，福祉プラザのほうで講演会を企画しています。いつもは自閉症の入

り口の講演会ばかりやっていましたが，今回は発達障害が原因のひきこもりをテーマ

にしたものですから，全然参加者が伸びないので，どうぞ皆さんご参加ください。よ

ろしくお願いします。障害によって対応がデリケートなところがあるので，参考にし

ていただければと思います。よろしくお願いします。

会 長 目黒委員，ありがとうございました。

市川委員，お願いいたします。

市川委員 「ナイスハートバザール in せんだい」につきましては，前回この開催日に行いま

すよということだけお話しさせていただいて，具体的に参加する事業所とかのことを

書いていなかったので，今日のちらしで，参加事業所さんなどを紹介いたします。

ただ，今回２階のコンコースが工事中で使えなくて，びゅうプラザの脇の狭いとこ

ろでやっているので，このような 30 何事業所が来ましたけれども，みんなちょっと

細切れで何日かずつ交代で出るという方式をとらざるを得ませんが，ぜひ見て，買っ

ていただけると利用者さんも非常にまた就労意欲が高まるということもございます

ので，お近くに来られる場合はぜひお立ち寄りいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。
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会 長 市川委員，ありがとうございました。

そのほか，委員の皆様からその他に関してということで何かございますでしょう

か。よろしいでしょうか。

では，本日の議事ということでは終了とさせていただきます。

（５）閉 会

署名人                 印


